
特殊詐欺に注意！
　「オレオレ詐欺」をはじめとした特殊詐欺は、電話だけでなくメールや文書など、
日々手口を変えてさまざまな方法で行われており、誰もが被害に遭う可能性があり
ます。
　その中で、いくつかのキーワードと手口による発生事例を提示しますので、不審
なものや、思い当たる案件などがありましたら、警察（児玉警察署　☎72-0110）
へ相談してください。

　税金、年金、医療費などの還付金があるなどとして、税務署や年金事務所、
役場などの公的機関の職員を騙り、ＡＴＭ操作でお金が戻るという手口。
　指示通りにＡＴＭ操作をさせ、実際はお金を振り込んでしまい、還付ではな
く騙し取られてしまうというもの。

　家族を騙り、財布や仕事に関する書類や金品を紛失したため、その立替や弁
償をしなければならないということとし、受取人として、職場の上司や取引先、
代理人などを騙る者が取りに行き、現金を預かるという手口。
　家族を騙る者が普段と異なる電話番号から電話をかけており、理由として、携帯電話を無く
した、職場や先方の電話でかけているなどとし、家族本人と思い込ませるもの。

　警察や金融機関を騙る者が、キャッシュカードや通帳が犯罪に利用されているな
どと不安を煽り、保護や交換の手続をするために、それらを預かり、暗証番号や届
出印の情報も引き出させるという手口。
　実際は、不正利用などされておらず、キャッシュカードや通帳が持ち
去られてしまい、現金引き出しをされてしまうというもの。

　電話や各種通信、サービス利用などの料金が未払いである、延滞金が発生する・
しているなどと架空請求をし、今すぐ支払わないと、法手続きが発生する、延滞金
により余計にお金を支払うこととなると不安を煽り、お金をだまし取るという手口。
　支払いは電子マネーやプリベイトカードで簡単にすぐ出来る、用意できたら連絡を、
などと安心させ、とり急ぎ支払いをさせるというもの。

　ここで掲載したものは様々な事例の一種であり、それぞれの
部分的な抜粋です。
　実際は、さらに様々な情報を付与して、関係者などと騙った
登場人物を増やし、複数での犯行となることもあります。
　埼玉県警察のホームページでは、特殊詐欺についての特徴や
対策のほか、件数や内容などが公表されています。こちらも併
せてご確認ください。

問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

埼玉県警察
ホームページ

QR コード

【埼玉県警察ホームページURL】https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0010/kurashi/tokushusagitoha.html

1「還付金がある」、「ATMで手続できる」
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「～を無くした」、「～を～に置き忘れた」

「～料金の未払いがある」

「キャッシュカードや口座が不正に利用されている・利用や口座の手続が出来ない状態」

公益財団法人 明るい選
挙推進協会や総務省の
ホームページも併せて
ご覧ください。

政治家の寄附は禁止です！
　年末年始は、お歳暮やお年賀などの贈り物や催しが行われる機会の多い
季節です。
　公職選挙法では、政治家が選挙区内でお金や物を贈ることだけではなく、
政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
　お金のかからないきれいな政治と選挙の公正公平確保のために、
選挙の「三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）」はルールです。
　政治家だけではなく、有権者の一人ひとりがルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。

寄附禁止の事例
・お中元、お歳暮、お年賀
・会費制でない会合などでの支払い（寸志や飲食

代相当額の贈答も含む）
・お祭りや催事での寄附、差し入れ
・地域の集会や行事での寸志、飲食物提供
・各種お祝い
・落成式や開店祝い等での花輪、供花
・病気見舞い
・葬儀での花輪、供花
・香典

禁止、罰則とならない事例
・親族に対してするもの
・政治家本人が出席して、参加者と同額の会費

制での金銭支払い
・政治家本人が出席して、その場で行う結婚祝い、

香典

その他、禁止されている行為
　政治家が選挙区内にある者に対して、年賀状
や時候のあいさつ状、喪中による年賀あいさつ
の欠礼状を出すことは禁止されています。
　ただし、相手から受けた各種あいさつ状への
答礼のために自筆して出すものは除きます。

推進協会
ホームページ

QR コード

総務省
ホームページ

QR コード 問合せ＝美里町選挙管理委員会　☎76-1115

お薬手帳を持ちましょう！
　お薬手帳とは、あなたがいつ、どこで、どんなお薬を
処方してもらったかを記録しておく手帳です。調剤薬局

（保険薬局）で受け取ることができます。
　医療機関を受診するときは、保険証とともに、お薬手
帳を忘れずにお持ちください。
　また、台風や地震などの災害時にお薬手帳があれば、
病気やアレルギー、飲んでいるお薬の情報がすぐに確認
できるため、安心して薬局で、お薬を受け取ることがで
きます。

問合せ＝住民保険課　保険年金係　☎76-1366

すべてのお薬を記録する
ために、１冊にまとめよう！
継続して記録することが
大切だよ。
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